
 車両の安全確保の考え方
①安全性に関する要件等を本年夏までにガイドラインとして制定
②日本が議論を主導し、車両の安全に関する国際基準を策定
③使用過程車の安全確保策の在り方について検討

(1)自家用自動車での高速道路での
自動運転

 交通ルールの在り方
④自動運転システムが道路交通法令の規範を遵守するものであることを担保
するために必要な措置を検討。国際的な議論（ジュネーブ条約）にて引
き続き関係国と連携してリーダーシップを発揮し、その進展及び技術開発の
進展等を踏まえ、速やかに国内法制度を整備

⑤無人自動運転移動サービスにおいては、当面は、遠隔型自動運転システ
ムを使用した現在の実証実験の枠組みを事業化の際にも利用可能とする

 責任関係
⑦万一の事故の際にも迅速な被害者救済を実現
⑧関係主体に期待される役割や義務を明確化し、刑事責任を検討
⑨走行記録装置の義務化の検討

自動運転に係る制度整備大綱（概要）

(2)限定地域での無人自動運転
移動サービス

制度整備大綱に基づいた主な取組事項 2020年の実現イメージ

自動運転車は、これからの日本における新しい生活の足や、新しい移動・物流手段を生み出す「移動革命」を起こし、
多くの社会課題を解決して我々に「豊かな暮らし」をもたらすものとして大きな期待

 安全性の一体的な確保（走行環境条件の設定）
⑥自動運転の安全性を担保するための走行環境条件（低速、限定ルート、
昼間のみ等）を検討・策定

イメージ画像であり、自動運転中に運転
者ができることについては、現在検討中

※赤枠は道路運送車両法体系において検討が必要な事項
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